
下水道事業において平成１８年度の地方財政措置が

見直され、下水道事業債（特別措置分）が創設され

ていますが、その内容はどのようなものですか。

１．地方財政措置の見直しの背景

下水道事業における財政措置については「雨水公

費・汚水私費の原則」に基づき、雨水処理に要する

経費を一般会計から繰り出すべきものとし、地方財

政計画で資本費全体の７割を雨水分と想定した財政

措置が講じられてきました。しかし、雨水分の比率

は一貫して減少傾向にあり、近年の決算状況におけ

る雨水分の資本費比率は約３割となっており、想定

値の７割との乖離について過大な公費措置ではない

かとの議論があるところです。

国・地方公共団体ともに極めて厳しい財政状況の

中、地方財政計画と実際の使われ方の乖離が批判さ

れるなど、地方財政措置の合理性についての関心が

強まっており、下水道繰出金についても実態を踏ま

えた上でその公費負担の必要性を明確化し、合理的

な財政措置とすることが下水道事業の安定的な運営

に不可欠なことから、今回見直しをすることになっ

たものです。

２．地方財政措置の改正の概要

改正内容としては、建設改良費（元利償還金）に

対する財政措置について現行では雨水公費を資本費

全体の７割としていたものを、今後は、合流式と分

流式の整備手法の区分に応じて、雨水分に対する一

般会計繰出金を実態等に見合った措置に見直すとと

もに、分流式については公共用水域の水質保全など、

公的な役割が大きい反面で資本費が高いことから、

新たに汚水公費分として分流式資本費に対して地方

財政措置を講じることとされました。

具体的には、次の割合となります。

①雨水分（変更）

合流式下水道　元利償還金の６割

分流式下水道　元利償還金の１割

②汚水公費分（新規）

公共下水道処理区域内人口密度（※）に応じて

元利償還金の２割～６割

※人口密度が２５未満６割、２５以上５０未満５割、５０以

上７５未満４割、７５以上１００未満３割、１００以上２割。

※処理区域内人口密度（人／ｈａ）＝

処理区域内人口（人）／処理区域内面積（ｈａ）

注１ 公共下水道以外の事業（流域、特環、農集等）

については全て分流式と同様の扱い（汚水公費分

については人口密度２５未満と同様とみなす）。

注２ 公害防止事業債の取扱いは現行どおり。

注３ 平成１８年度より新設・更新の区分を廃止。

参考：資料１

従って、分流式整備による公共下水道における雨

水分と汚水公費分を合計した公費負担割合は、処理

区域内人口密度が１００以上の場合では３割（雨水分

１割・汚水公費分２割）、２５未満の場合は結果とし

て従前どおりの７割（雨水分１割・汚水公費分６割）

となり、処理区域内人口密度に応じて公費割合が異

なることとなります。

３．下水道事業債（特別措置分）の創設

このように地方財政措置の見直しに伴い公費負担

の対象が減少する事業もでてくることとなります。

一方、これまで実施してきた事業は７割措置を前提

として事業計画をたてているため、今後の事業経営

に支障が生じる恐れがあります。このため既発債の

元利償還金に対する従来の公費負担措置を補償する

こととし、平成１７年度までに発行した下水道事業債

（既応分）の元利償還金について、従来の公費負担割

合（雨水相当分７割）による額と新たな公費負担割
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合（雨水分及び汚水公費分）による額との差額を下

水道事業債（特別措置分）として措置することとな

ったものです。この差額（対象範囲）を算式で示す

と、（Ｈ１７年度までの下水道債に係る当年度元利償還

金×０.７）－（当年度元利償還金×新措置割合）とな

ります。（参考：資料２）

なお、元利償還金については、公害防止事業債に

係るものは除外されています。これは、公害防止計

画に基づき公害防止事業として実施された下水道事

業については、公害の防止に関する事業に係る国の

財政上の特別措置に関する法律と地方交付税法の規

定により元利償還金の５０％の交付税措置が従前どお

り維持されることから除外されるものです。また、

同様の理由により更新事業分、普及特別対策分、臨

時措置分、枠外債等分、借換債収入分等分、臨時財

政特例債等分、資本費平準化債などに係る元利償還

金も除外されることに留意する必要があります。

４．その他

この措置に伴い下水道事業に係る繰出基準が改正

され、下水道事業債（特別措置分）の元利償還金に

ついては、後年度に一般会計からの繰出対象とされ

ています。なお、従来の公費負担措置を補償する趣

旨であることから発行の有無にかかわらず、その対

象額を基礎として後年度に地方財政措置（基準財政

需要額に算入）が講じられることになります。

対象事業としては、下水道法第２条第３号に規定

する公共下水道（特定公共下水道及び特定環境保全

公共下水道を除く。）であり、起債対象期間は、平成

１７年度までに発行を許可された下水道事業業債の償

還が終了するまでの間となっています。

また、平成１８年度における同意等スケジュールは、

簡易協議の対象となることから他の通常の下水道事

業債とあわせた同様の時期となります。

○協議書等提出 ９月下旬

○同意等予定 １０月中旬

なお、他の下水道事業債と同様に同意等までに予

算議決等を得ておく必要があります。

最後に府内市町村は、ほとんどの市町村が公害防

止計画策定地域（現在３３市５町）となっていること

もあり、平成１８年度においては府内１２団体（政令市

を除く。）が１９３.４百万円分（全額銀行等引受）の発

行を予定しているに留まっています。

（大阪府総務部市町村課財政グループ）
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資料１　建設改良費に対する新たな財政措置

資料２（イメージ図）

分流式：処理区域内人口密度７５以上１００未満の場合
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